
■当日の催し

催し内容 開催時間 開催場所
執 事・ 伶 人� 入 場 10時00分〜10時２0分 聖廟内
献 官・ 祭 官� 入 場 10時２0分〜10時30分 聖廟内
釈 　 　 菜 10時30分〜11時30分 聖廟内
釈 菜 の 舞 11時40分〜11時55分 聖廟イベント広場
参 列 生 徒 の 唱 歌 11時55分〜1２時00分 聖廟イベント広場
花 棒 舞 1２時00分〜1２時10分 聖廟イベント広場
孔 子 の 里 腰 鼓 1２時10分〜1２時２5分 聖廟イベント広場
孔 子 の 里 獅 子 舞 1２時２5分〜1２時45分 聖廟イベント広場

※時間が多少前後することがあります
※�新型コロナウイルスの状況によって、内容が変更になる場合があります小
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ら
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10
月
２4
日
㈰
に
多
久
聖
廟
秋
季
釈

菜
を
行
い
ま
す
。

　

釈
菜
は
儒
学
の
祖
で
あ
る
孔
子
と

そ
の
高
弟
（
顔
子
・
曽
子
・
子
思
子
・

孟
子
）
を
祀
る
式
典
で
、毎
年
春
（
４

月
18
日
）
と
秋
（
10
月
の
第
４
日
曜

日
）
に
行
い
ま
す
。
市
職
員
扮
す
る

伶
人
に
よ
る
雅
楽
の
演
奏
で
、
市
長

（
献
官
）
を
は
じ
め
、市
議
会
議
長
、

教
育
長
、
各
義
務
教
育
学
校
校
長
な

ど
の
祭
官
が
孔
子
の
遺
徳
を
讃
え
、

拝
礼
と
供
物
奉
納
を
行
う
式
典
で
す
。

　

式
典
の
後
に
は
、
地
元
の
児
童
・

生
徒
に
よ
る
「
釈
菜
の
舞
」
や
、
の

ぞ
み
保
育
園
に
よ
る
「
花
棒
舞
」
な

ど
を
披
露
し
ま
す
。

　

議
員
辞
職
に
と
も
な
う
多
久
市
議
会
議
員
補

欠
選
挙
が
８
月
２9
日
㈰
に
告
示
さ
れ
、
小
川
三

郎
氏
が
無
投
票
で
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
小
川
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残

任
期
間
で
あ
る
令
和
５
年
４
月
２9
日
ま
で
で
す
。

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 
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多
久
聖
廟
秋
季
釈
菜
の
お
知
ら
せ

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
は

小
川
三
郎
氏
が
当
選

　
秋
季
釈
菜
と
同
日
に
、
多
久
聖
廟
展
示
館
で
、

第
５
回
多
久
百
景
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式
を
開

催
し
ま
す
。

　
コ
ン
テ
ス
ト
に
は
、
市
内
外
か
ら
多
数
応
募
い

た
だ
き
ま
し
た
。
見
事
入
賞
を
果
た
し
た
２0
作
品

を
展
示
し
ま
す
。

■
日
　
時　

10
月
２4
日
㈰　

1２
時
～

■
場
　
所　

聖
廟
展
示
館
（
多
久
聖
廟
横
）

■
内
　
容　

賞
金
、
賞
状
の
授
与

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
状
況
に
よ
っ
て
、
内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

問 

公
益
財
団
法
人 

孔
子
の
里
　
☎
75

−

5
1
1
2

多 久 市
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第
５
回
多
久
百
景

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
行
政
手
続
き
の
効
率
化
を
進

め
る
た
め
、
申
請
書
な
ど
の
押
印
を
10
月
１
日
㈮
か
ら
順

次
廃
止
し
ま
す
。

　
な
お
、
手
続
き
の
際
は
本
人
確
認
の
た
め
、
免
許
証
な

ど
の
提
示
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
引
き
続
き
押
印
が
必
要
な
手
続
き

　�

診
断
書
や
意
見
書
な
ど
申
請
者
本
人
以
外
が
作
成
し
、

書
類
の
記
載
部
分
が
作
成
者
の
意
思
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
や
、
契
約
書
、
請
求
書
、
委

任
状
な
ど

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

総
務
課 

行
政
係
　
☎
75

−

2
1
1
2

10
月
か
ら
申
請
書

な
ど
の
押
印
を

順
次
廃
止
し
ま
す

広 告


